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橿原市空家等対策プラットホーム運営マニュアル 

（平成３０年１１月９日） 

橿原市 まちづくり部 住宅政策課 

１．目的 

   橿原市空家等対策プラットホーム（以下｢プラットホーム｣という。）は、現状

で利活用や流通が困難な空家等について、その所有者等の依頼を受け、本市と「橿

原市の空家等の流通促進等に関する連携協定書」及び個別の「橿原市の空家等の

流通促進等に関する協定書」（以下、「協定書」という。）を締結した専門家団体

が連携して空家等の解消に向けた対策を検討し、所有者等にアドバイスを返すこ

とで、所有者等による具体的な取り組みに繋げ、もって空家等の減少を図ること

を目的とする。 

   なお、プラットホームは、放置されている又は放置が見込まれる空家等を対象

とし、民間事業者や専門家に依頼すれば容易に利活用や流通に進むものや、業務

途上にあるものは対象にしない。 

 

２．用語説明 

（１）空 家 等   空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律

第１２７号）第２条第１項に規定する空家等。 

（２）所 有 者 等  空家等の所有者又は管理者。 

（３）専門家団体  協定書に名を連ねる団体。（別表１） 

（４）専門事業者  専門家団体に所属し、プラットホームの登録事業者名簿に登

録された所属会員。 

（５）幹 事 団 体  専門家団体の中から一つ選任され、市と連携して事務局を担

い運営する団体。 

（６）プラットホーム事務局 市と幹事団体で構成し、相談者とプラットホームをつ

なぐ窓口機能と、情報収集、関係団体会議の召集、進行、資

料作成、取りまとめ等を担う。 

（７）関係団体会議  専門家団体とプラットホーム事務局で構成し、空家等の所有

者等から相談を受けた案件について、専門家団体がその専門

性を活かして所有者等に提案する対策を検討するための会議。 

（８）対 策  空家等の状況、所有者の意向等に応じて立てる流通（賃貸・

売却）、転用、跡地利用等の処理の手段。 



2 

 

３．空家等対策プラットホームの業務 

（１）流れと業務範囲 

 

 

（２）検討プロセス 
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（２）所有者等 

１）最初に空家相談会に申し込む必要がある。相談内容は、空家等に関する相談で

あれば原則として限定しない。ただし、次に掲げるものについては対象外とす

る。 

①訴訟等に関する相談 

②第三者より報酬を受けて業として行っている者の業務に関する相談。 

③その他プラットホームの設置目的と異なる相談。 

２）プラットホームでの対象検討に進む場合は、「個人情報の提供に関する同意書」

（様式第 1号）を提出する必要がある。 

３）希望すれば、その所有者等の物件に関する検討に限って関係団体会議への参加

を認める。 

４）業務を進める意思がある場合には、専門家団体から専門事業者の推薦を受ける

ことができる。 

５）推薦された専門事業者との契約交渉については、所有者等の責任において判断

し、契約する必要がある。このことについて、橿原市役所は関与しない。 

 

（３）空家相談会の役割 

１）空家に関する不安を解消する目的で、専門家による無料の空家相談会を開催し

ている。この相談会をプラットホームへの入口に位置付け、利活用や流通が困

難な案件については、プラットホームでの対策検討により空家等を解消するこ

とを所有者等に勧める。 

①日時 毎月第２木曜日 １３：３０～１６：３０（祝日の場合は第３木曜日） 

②場所 ナビプラザ（橿原市観光交流センター）４階市民広場 

③開催１週間前までに申し込みが必要。 

２）現状で利活用や流通が容易な案件については、民間の事業者や専門家への依頼

を勧める。 

（４）プラットホーム事務局の役割 

１）所有者等から「個人情報の提供に関する同意書」（様式 1号）を得る。 

２）個人情報や現地調査等により情報を整理し、「物件情報カルテ」（様式第２号）

にまとめる。その際、専門家団体に協力、意見を求めることができる。 

３）関係団体会議を招集する。召集する専門家団体については、相談内容から必要

と思われる専門家団体を召集することとし、会議毎に判断する。 

４）関係団体会議への説明や、進行、意見集約、とりまとめ等を行う。 
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５）必要に応じて以下の資料を作成する。 

①物件カルテ（様式第２号） 

②物件に関する各種調査資料（位置図、写真、間取り図等） 

③所有者への回答資料作成等 

④専門事業者の業務範囲における進捗状況を専門家団体又は専門事業者からの

報告に基づき、物件対応シート（様式第４号）にまとめる。 

６）所有者等に対し、関係団体会議から提示されたアドバイスを所有者等に伝える。 

４．関係団体会議 

（１）所有者の意向、公益性や専門事業者の利益を考慮した上で、専門性を活かして

利活用や流通等の対策を検討し、アドバイスとしてまとめる。 

（２）関係団体会議における専門家団体との役割 

表１ 業種ごとの役割等 

業種 主な役割 専門家団体等（＊＊法人省略） 

宅建士 不動産仲介支援等 
奈良県宅地建物取引業協会 

全日本不動産協会奈良県本部 

建築士 
改修・インスペクション支

援等 

奈良県建築士会 

奈良県建築事務所協会 

司法書士 権利登記、相続人調査等 奈良県司法書士会 

土地家屋調査士 
土地、建物の調査・測量、

表示登記等 
奈良県土地家屋調査士会 

不動産鑑定士 
不動産の売買・賃料の取引

に関する鑑定等 
奈良県不動産鑑定士協会 

工事関連 改修・工事関連 

奈良県建築協同組合 

橿原市建設業協会 

橿原商工会議所（建設業部会） 

解体工事関連 解体工事等 奈良県解体工事業協会 

商工会議所 市内加盟事業者紹介 橿原商工会議所 

社会福祉協議会 
所有者等または親族へ空家

等対策の啓発等 
橿原市社会福祉協議会 

ＮＰＯ法人 
空家等の活用や管理等に関

する相談窓口 
空き家コンシェルジュ 

・上記の表とは別に「橿原市と畿央大学との包括的な連携協力に関する協定書」

に基づき畿央大学から空家等の利活用等について提案を求めることができる。 

・連絡調整や相談等のため、各専門家団体ごとに世話役を定める。 
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（３）検討内容 

１）物件情報や流通阻害要因、権利関係等を確認する。 

２）所有者の意向を踏まえて利活用及び流通等に向けた対策を検討する。 

３）事業スキームを検討し、対応ができる専門家団体に仕分ける。 

４）専門事業者の対応状況や結果等をフォローアップし、問題等がある場合は、対

策について協議を行う。 

５）ＰＤＣＡサイクルの実施により、プラットホームの機能向上・改善を図る。 

６）成功事例については専門家団体全体で情報共有を図る。 

（４）関係団体会議の開催 

関係団体会議は必要に応じて不定期に開催する。  

 

５．専門家団体の業務 

（１）専門事業者の登録と支援 

１）専門家団体は、プラットホームの設置目的に合致する技量や技術を有する専門

事業者を選定し、登録事業者名簿に登録する。 

２）登録の要件等については、それぞれの専門家団体で定めるものとする。 

３）専門事業者の追加登録・削除については、事務局と調整する。 

４）専門家団体は、登録した専門事業者の空家等対策に対する技量や技術水準の向

上を図るため研修等を実施する。 

（２）専門事業者の推薦 

１）各専門家団体の世話役は、所有者等の求めに応じ、登録事業者名簿の中から専

門事業者（受託者）を選定・推薦する。 

２）推薦を受けた専門事業者は、プラットホーム事務局から当該物件に関する物件

情報及び双方の接触に必要な情報の提供を受ける。 

３）上記情報の受け取りにあたっては、橿原市に「空家等情報に関する秘密保持に

関する誓約書」を提出する必要がある。（様式第５号） 
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（３）専門事業者の業務 

１）専門事業者は、プラットホーム事務局から提供を受けた情報等に基づき、現地

確認及び所有者と接触する。 

２）専門事業者は、所有者等への接触時に、問題解決又は改善に必要な概算費用等

を含めて業務内容を、所有者等に十分説明する。 

３）専門事業者は、所有者等への接触時に、契約に関する書面等を提示し、双方合

意の上で業務に関する契約を締結する。その結果は、専門家団体の世話役に報

告する。 

４）専門事業者が複数で業務を実施する場合は、必要があれば専門事業者間で十分

に調整して業務を実施する。 

５）プラットホーム事務局から専門家団体の世話役を通じて業務に関する意見照会

があった場合は協力する。 

６）所有者等との問題が生じた場合は、専門家団体の世話役を通じて速やかにプラ

ットホーム事務局に報告する。 

７）業務終了後、専門事業者は専門家団体の世話役に速やかに完了報告し、専門家

団体の世話役は、プラットホーム事務局に連絡する。また、業務が不足の日数

を要している場合にもプラットホーム事務局に連絡する。その時点で問題等が

発生している場合は、関係団体会議で対応策について協議する。 

８）契約に基づく履行に際して苦情等が発生したときは、双方協議の上、速やかに

解決を図る。その際、必要に応じて専門家団体がトラブルの解決に向けた支援

を行う。なお、所有者等と専門事業者の間で発生したトラブル等については、

責任を持って解決すること。 

 

６．その他 

この運営マニュアルに定めるもののほか、必要な事項はプラットホーム事務局と

関係団体会議が協議して定める。 
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様式第1号 

個人情報の提供に関する同意書 
 

平成  年  月  日 

橿原市長 様  

 

私は、下記の説明事項の内容を理解した上で、個人情報を提供することに同意します。 

 

住 所                         

氏 名                     印○ 

電 話                       

 

１．空家等についての希望。（複数可） 

□賃貸  □売却  □日常管理  □解体手順  □解体後の売却  □修繕方法   

□修繕後の賃貸、売却 □相続・権利関係の整理 □再建築条件  □隣地境界の確定  

□その他（                  ） 

２.空家等状況等 

申込者の所有関係 ・所有者 ・相続人 ・相続人代表 ・その他 

空家の所在地 橿原市       町        ※地番まで記入ください 

空家等の状況 

（わかる範囲でお書

きください。） 

構 造 ・木造 ・鉄骨造 ・RC造 階建 

土地面積 ㎡ 

延べ面積 ㎡（1階    ㎡、2階    ㎡） 

建築時期 年     月頃 

その他附帯施設 （車庫等） 

空家等になった時期 昭和・平成     年     月頃 

現地調査 敷地内の現地調査について了解する。 

 

 ----------------------------------------- 記 ---------------------------------------  

空家等情報の提供に関する橿原市説明事項 

（目 的） 

橿原市（以下、「市」）及び市と協定を締結した専門家団体で構成される橿原市空家等対策プラ

ットホーム（以下、「プラットホーム」）による市内の空家等の流通促進を図るため、空家等に関

する情報を提供いただきます。 

裏面に続く 
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（情報の提供先） 

 ・プラットホームの関係団体会議。  

・所有者が専門家団体との交渉を希望された場合には、専門家団体に登録された専門事業者。 

（交渉・契約等） 

空家等の売買、賃貸、管理、工事及びその他の交渉・契約等については、専門事業者と所有者等又

は所有者等から委任を受けた者（以下、受任者）の間で直接、行うものとします。 

市は空家等に関する情報について上記の範囲内で提供を行いますが、空家等の売買や賃貸、その

他の交渉・契約等については、直接これに関与いたしません。 

なお、プラットホームからの回答は、必ずしも空家等の売買や賃貸契約の成立、その他課題の解

決等を保証するものではありません。 

また、契約に関するトラブル等については、当事者間でご解決願います。 

（費用の発生） 

相談、依頼等の内容に応じて、費用が発生する場合があります。費用の有無及び金額については、

事前に所有者等又は受任者より専門事業者に直接、ご確認ください。 

（個人情報の安全管理） 

空家情報等の個人情報については、必要なセキュリティ対策を講じ、安全に管理します。 

 

 

 

別表１ プラットホームに参画する専門家団体 一覧 

              団 体 名               （五十音順） 

１ 特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ 

２ 橿原市建設業協会 

３ 橿原商工会議所 

４ 福祉社団法人橿原市社会福祉協議会 

５ 公益社団法人全日本不動産協会奈良県本部 

6 公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会 

7 一般社団法人奈良県解体工事業協会 

8 奈良県建築協同組合 

9 一般社団法人奈良県建築士会 

10 一般社団法人奈良県建築事務所協会 

11 奈良県司法書士会 

12 奈良県土地家屋調査士会 

13 公益社団法人奈良県不動産鑑定士協会 

 

 

以上 
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様式第 2号 

（NO.         ） 

事務局記入日：      

関係団体会議：      

物件情報カルテ 

物件 

情報 

所在地  

 登記簿 建築計画概要書 

敷地面積 ㎡ ㎡ 

建築面積 —  ㎡ 

延床面積 ㎡ ㎡ 

構造   

建築年 年   月 年   月確認 

市街化区域 

□市街化区域（用途地域：          ） 

□市街化調整区域 

（建築可能要件などが分かれば記入：          ） 

地区計画 □あり    □なし 

前面道路 
□公道    □私道 

前面道路が建築基準法上の道に □該当  □非該当 

近隣情報 
□あり（内容：                    ） 

□なし 

建物図面 □あり    □なし 

空家等実態 

調査対象 

□調査対象である（調査 ID：         ）  

□調査対象でない 

登記簿 □土地・建物あり     □建物なし 

建築計画概要書 □あり    □なし 

完了検査済証 □あり    □なし 

空家等になった時期  管理頻度  

所有者

情報※ 

所有形態 
□単独      

□共有（土地所有者数：   、建物所有者数 ：    ） 

登記関係 
□登記上の所有者である    

□登記上の所有者ではない（所有者との関係：     ） 

申込者

情報 

所有者※との関係 □本人 □その他（                  ） 

居住地 □市内   □県内（      ）□県外（      ） 

同意取得状況 

□所有者全員から取得（単独の場合を含む） 

□所有者の一部から取得 

（取得者数（土地）：   、取得者数（建物）：    ） 

同意取得日   年      月      日 

   

現地 

写真 

調査日：      年       月       日 

別紙 

添付書類 

□位置図 
□建築計画概要書 
□登記簿（建物） 
□登記簿（土地） 

※登記上の所有者ではなく、実際に所有権を有する（と推定される）所有者 



10 

 

同意 

経緯/  

活用 

意向 

 

 

流通 

阻害 

要因 

 

事前調査後の事務局の考え 専門家団体からの意見、考え 

（人・建物・立地）←影響の大きいものに

○ 

 

流通 

促進の

方針 

  

対応状

況・結果 

  

 



11 

 

様式第 3号 

対象物件リスト 

物件

NO 
所在地 同意取得日 対応状況 対応団体 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済 

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 

 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 

 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 

 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 

 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 

 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 

 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 

 

  

 年  月  日 

□未対応 

□ 関係団体会議初回実施済

□２回目以降実施済 

□専門事業者対応中 
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様式第 4号 

記入日：            

  （NO.         ） 

物件対応状況報告シート 

対
応
者
情
報 

対応者１ 

所属 

団体名 

 

対応事

業者名 

 

対応者２   

対応者３   

対応者４   

契
約
の
状
況 

対応者１ 

契約日 

(契約予

定日) 

 

対応者２  

対応者３  

対応者４  

経
過
報
告
・
課
題 

  年  月  日  

  年  月  日  

  年  月  日  

  年  月  日  

  年  月  日  

  年  月  日  

対
応
結
果 

 

成
果
に
対
す
る 

振
り
返
り 
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様式第5号 

橿原市長 様 

 

秘密保持に関する誓約書 

 

  私は、橿原市空家等対策プラットホームの関係団体会議で提案された対策方針に

基づいて行う業務（以下「本取り組み」という。）を実施するために、下記物件につ

いて橿原市より提供された秘密情報の取扱いに関し、以下を誓約いたします。 

 

記 

 

対象物件：（No.0000）橿原市●●町△△番地 

 

 

一 橿原市の許可なく、本取り組みに関して橿原市が提供した情報を、本取り組みの

参画者以外の者に対し開示し、又は本取り組み遂行の目的以外に使用しないこと 

二 本取り組みに関して橿原市が提供した情報を、公知になったものを除き、本取り

組み終了後も、不正に開示又は不正に使用しないこと 

三 本取り組みに関して、橿原市が提供した情報を使用する必要がなくなった場合は、

速やかに返却または、廃棄すること 

四 本取り組みに関して橿原市が提供した情報を目的外に使用し、所有者等に損害を

与えた場合は、その者の責任において、損害を賠償すること。 

以上 

 

年   月   日 

 

住所 
〒 
 

氏名 
 
 

 


